
中央保健所
健康危機対処計画（感染症編）

について

中央保健所健康づくり課



・令和4年12月
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に
関する法律」（以下「感染症法」という。）改正

・令和5年3月
「地域保健対策の推進に関する基本的な指針」改正
保健所は、平時から健康危機に備えた準備を計画的

に進めるため、健康危機対処計画を策定することが示
された。







平時における準備

業務量・人員数の想定





IHEATについて

・IHEATとは

感染症のまん延等の健康危機が発生した場合に
地域の保健師等の専門職が保健所の業務を支援す
る仕組み。

・感染症のまん延等の健康危機発生時に速やかに
IHEAT要員による支援が受けられるようにIHEATが
法定化（令和5年4月1日施行）

（目的）
外部の専門職を有効に活用し、保健所業務のひっ迫を

防ぐ。



支援可能な保健所として中央保健所を
第１希望としているIHEAT要員
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感染状況に応じた取組と体制



参考

（保健所）



中央保健所体制組織図



感染状況 取組と体制



健康危機に関する研修や訓練





・新興感染症対応人材の確保に向けた研修

①医療機関、高齢者施設等従事者向け研修

②保健所職員向け研修、訓練

・ IHEAT研修

保健所の業務を支援するための実践的研修
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